
雲南市内社会福祉法人
人材確保・定着・育成連携プロジェクト

『地域の介護等事業者の経営管理連携推進事業』

【事業の実施報告（ダイジェスト版）】
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実施主体法人としてのコンセプト

未来へつなぐ『きっかけ』づくり



これから報告する内容

・ プロジェクトの目的・概要・プロジェクトの参加法人

・ 合同研修会・検討会

・ 先進法人への視察研修

・ セルフキャリアドックを活用したスタッフのキャリア意識の醸成

・ 職場環境の改善を図るための事業



① 国（政府）が目指す『働き方改革』を柱に、雲南市内の社会福祉

法人が相互に連携し、雲南市内の社会福祉法人だからできる取り組

みを実施することにより、人材確保・定着に繋げていきます。

② 各法人の管理職層・事務局担当者はもちろんのこと、次世代の法

人を担うスタッフとも雲南市内の社会福祉法人が抱える課題の共有

化を図り、経営意識の醸成を図ります。

③ 労働社会保険諸法令の概要をつかみ、人事労務管理の

重要性の理解を促進します。
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プロジェクトの目的



プロジェクトの目的を達成するため、次のような取り組みを実施します。

① 各法人から３～５名程度（管理者層、事務局担当者、中堅層）を選出

し、合同で研修会を実施し、スキルアップと課題の共有化等を図ります。

② 課題の解決に向けて相互に解決策を検討していきます。

③ プロジェクトを通じ、より高度な知見を取り入れるため、専門家（社会

保険労務士）の助言・指導を仰ぎます。

④ 人材確保・定着・育成の先進法人について視察研修を実施し、

更なる課題の発掘・解決方法の検討を行います。

⑤ セルフキャリアドックを活用し、キャリア意識の醸成を

図ります。
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プロジェクトの概要
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プロジェクトの参加法人

連携推進事業参加法人 サービス区分

社会福祉法人雲南市社会福祉協議会 介護、障がい、保育

社会福祉法人あおぞら福祉会 介護、障がい、保育

社会福祉法人愛耕福祉会 保育

連携推進事業実施主体法人 サービス区分

社会福祉法人雲南ひまわり福祉会 障がい



（１）事業実施主体が行う事業

経営労務管理等に係る優良又は先駆的な事例に係る分析・検証
の取組みを実施し、スタッフの処遇・勤務環境の改善を図り、生
涯働き続けることのできる職場づくりの推進を図ること。

（２）複数法人の共同による事業

複数の法人が連携し、スタッフの職場への定着、確保、育成の
分野において研修会・検討会を実施し、好事例や課題等の共有
化・見える化を図り、今後の適正な人事労務管理に繋げること。
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プロジェクトの区分



合同研修会・検討会



連携推進事業の実施主体である社会福祉法人雲南ひまわり
福祉会（以下「当法人」といいます。）の事務局長が取りま
とめ役を務め、人事労務管理の重要性等を伝え、法人ごとの
課題の共有化を図り、改善・解決に向けた取組みを検討して
いきました。

また、後表中の第1回～第4回（内１回は天候不良のため中
止）までの間、人事労務管理の専門家である社会保険労務士
にオブザーバーとして参加を依頼し、状況の把握と当日感じ
られたことについて指導・助言を受けました。
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合同研修会・検討会の実施

～個々のスキルアップと課題の共有化を図り、人事労務管理の改善に繋げます～
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回数 日時（平成３０年） 内 容 参加者

第１回 1月17日（水）
18：00～20：00

①プロジェクトの概要と今後の取組みについて
②人事労務管理の重要性を知り、職場定着への取組みに繋げま
しょう
③ＫＰＴ法を使って振り返り、課題の見える化・解決方法の共
有化を図りましょう（ＫＰＴ法の紹介）

・１９名
・寺本社会
保険労務士

第２回 1月29日（月）
18：00～20：00

①ＫＰＴ法を使って検討してみましょう
（Keep部分（続けていきたいこと）の分析）

・１８名
・寺本社会
保険労務士

第３回 2月7日（水）
18：00～20：00

【天候不良のため中止】

第４回 2月20日（火）
18：00～20：00

①ＫＰＴ法を使って検討してみましょう
（Problem部分（問題点）の分析）（前回中止分の整理含む）
（Try部分（次にすること））

Keep ⇒ Tryは『改善』
Problem ⇒ Tryは『解決』

・１７名
・寺本社会
保険労務士

【具体的な取り組み内容】

オブザーバー

ＴＥＲＡＭＯＴＯ社会保険労務士法人
代表 社会保険労務士 寺本 健太郎 先生
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続けること 次にすること

問 題 点

『ＫＰＴ法』って何？

Keep⇒Tryは『改善』
Problem⇒Try『解決』



連携推進事業（検討会の様子）



連携推進事業（検討会の様子）



先進法人への視察研修



先進的に取組まれている法人への視察研修を行い学びを深
めることができました。今回の視察先である２法人は、京都
府が独自に取り組む『きょうと福祉人材育成認証制度（※
１）』においてその認証を受けられています。また、平成２
８年度には、ワンランク上の上位認証制度が新たに創設され、
京都府内で２５０を超える認証事業所の中からわずか７法人
が『上位認証法人』として選ばれており、その内今回訪問先
の２法人ともに『上位認証法人』として認証されています。
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先進法人への視察研修

～今後の人材の確保・定着・育成等に繋げます～



さらに、両法人とも、社会福祉法人を地域資源のひとつと
とらえ、社会福祉士養成課程での実習やインターンシッププ
ログラム、職場体験なども可能な限り地域から学ぶ視点を大
切にされています。
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（※１）きょうと福祉人材育成認証制度

人材育成に積極的に取組む福祉事業所を京都府が認

証し、学生等に公表されます。認証取得に向けての取

組みに対して、専門家による相談会や研修により京都

府が支援されるものです。
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日 時 内 容

平成30年３月1日（木）
14：10～17：00

【社会福祉法人みねやま福祉会】
京都府北部福祉人材養成システム
宮津総合実習センター Ma・Roots（マ・ルート）

総合実習センター（現場一体型人材養成拠点施設）
□実習施設・宿泊施設（８部屋）
□特別養護老人ホーム（６０床）
□保育所施設（定員２０名）※吉津保育園の分園
□障がい者・児施設
・就労継続支援Ｂ型（定員１０名）
・生活介護（定員６名）
・放課後等デイ（定員１０名）

平成30年３月１日（木）
18：30～

意見交換会

平成30年３月２日（金）
9：00～11：30

【社会福祉法人大樹会】
舞鶴市南デイサービスセンター

社会福祉法人大樹会の取組み、能力重視のキャリアアップ
の仕組み、京都北部フィールドワークの実践報告等

【具体的な取り組み内容】



連携推進事業（視察研修の様子 社会福祉法人みねやま福祉会）
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連携推進事業（視察研修の様子 社会福祉法人大樹会）
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セルフキャリアドックを活用した
スタッフのキャリア意識の醸成



事業主の一般的な悩みとして『スタッフが受け身。もっと
主体的になってほしい』、『スタッフの仕事に対する意識が
低い』、『管理職や専門人材適任者がいない』、『スタッフ
がどんどん辞めて定着しない』などが挙げられます。

『セルフキャリアドック』は、スタッフに対し、キャリア
コンサルタント（国家資格）がジョブカードを活用し、キャ
リアコンサルティング（※２）を実施するものであり、管理
職への登用時や育児休業からの復帰の際、採用時から一定の
期間勤務した時、配置転換の際等、幅広い場面で定期的に実
施するものです。
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セルフキャリアドックを活用したスタッフのキャリア意識の醸成



自分を知る（気付く）ことで、スタッフの成長を法人とし
て後押しすることにより、スタッフのモチベーションアップ
や職場への定着等を図り、もって利用される方へのサービス
の向上に繋げることを目的としており、スタッフが主体的に
自らのキャリア開発に取り組むようになり、仕事へのモチ
ベーションが向上することが期待されます。

（※２）

スタッフが主体的にキャリアプラン（働き方や職業能力開
発の目標や計画）を考え、これに基づいて、就労意欲の向上
を図るための相談。
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【日程】

平成30年１月中旬～平成３０年３月

【内容】

キャリアコンサルタント（寺本直美先生）

によるセルフキャリアドックの実施

【対象者】

連携推進事業参加法人のスタッフ ３３名
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【具体的な取り組み内容】
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職場環境の改善を図るための事業



『安心して働ける職場づくり・職場への定着支援』を念頭
に、既存のスペースをさらに活用することで、スタッフの確
保・定着への検証を行うこととしました。地域のモデル事業
の一つとすることで、スタッフの確保・定着へのきっかけづ
くりを目指して取り組んだ事業です。

【下記事業への備品整備】

☆スタッフ休憩室の確保

☆交流・憩いのスペース充実整備
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職場環境改善を図るための事業



整備前
連携推進事業（スタッフ休憩室の確保事業）



整備後
連携推進事業（スタッフ休憩室の確保事業）



連携推進事業（交流・憩いのスペース充実整備事業）

整備前



連携推進事業（交流・憩いのスペース充実整備事業）

整備後



連携推進事業の報告会



連携推進事業により実施してきた事業の報告並びに人事
労務管理の専門家（社会保険労務士）による専門的知見か
らの助言・指導を受けることにより、今後の人事労務管理
の改善のきっかけづくりを行うことで、安心して働ける職
場づくり・職場への定着支援に繋げます。
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連携推進事業の報告会の実施

～個々のスキルアップと課題の共有化を図り、人事労務管理の改善に繋げます～



報告会の実施にあたっては、雲南市内の１４の社会福祉
法人並びに雲南市役所の担当課に対し参加を呼びかけを行
い広く実施することとしました。

報告会当日は、連携推進事業の実施主体法人の事務局長
が、連携推進事業の目的、事業の実施内容、今後の社会福
祉法人間の連携の大切さなどを伝え、その後、社会保険労
務士による研修会を実施しました。この研修の中では、連
携推進事業の参加法人のスタッフが連携推進事業を実施す
る中で感じたことや学んだことを発表することにより、よ
り現場からの声を発信することで、直接胸に響くような場
面も取り入れながら、社会保険労務士からの専門的な助
言・指導を受けることができました。
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【具体的な取り組み内容】

日時・参加者

【日 時】 平成３０年３月２０日（火） １８：００～２０：００
【参加者】 雲南市内７つの社会福祉法人並びに雲南市役所担当課スタッフ 計 ２５名

実施報告会

【内容】
社会福祉法人人材確保・定着・育成連携プロジェクト
地域の介護等事業者の経営管理連携推進事業実施報告
・ プロジェクトの目的・概要・プロジェクトの参加法人
・ 合同研修会・検討会
・ 先進法人への視察研修
・ セルフキャリアドックを活用したスタッフのキャリア意識の醸成
・ 職場環境の改善を図るための事業

【報告者】
社会福祉法人雲南ひまわり福祉会 事務局長 田本 武士
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研修会

【内容】
タイトル
『日々の実践が職場を変える』～positive労務管理の実践～

・ 視察研修の感想をシェアしましょう
・ 各法人ごとの発表
・ 介護労働実態調査等の結果から
・ 魅力ある職場の基幹システム
・ 企業におけるミッション・ピラミッド
・ 潜在能力の組織的発揮
・ 潜在能力を引き出すリーダーとなり、組織に好循環を与える
・ 場の質・関係性の質へ焦点を当てる

【研修講師】
ＴＥＲＡＭＯＴＯ社会保険労務士法人
社会保険労務士 寺本 健太郎 先生



連携推進事業（報告会の様子）



おわりに



今回、この連携推進事業を担当させていただいた中で『未来に
つなぐきっかけづくり』を大切なテーマとして着目し取り組んで
きました。

事業完了にあたり、連携推進事業の報告会の発表の中で『一番
の収穫は皆さんと仲良くなれたことです。』と言われた方があり
ます。連携して何かを行うことは、横の連携を密にしお互いに助
け合いながら活動していくことであり、法人自らが未来のために
動き出すきっかけであると思います。連携事業は、まだまだ始
まったばかりであり、少しずつ着実に前進していくことで、
『サービスの質の向上』と『安心して働ける職場づくり・職場へ
の定着支援』に繋げていきたいと思います。

本事業の成果を次につなげていくために、『Ａｌｌ Ｕｎｎａ
ｎ 地域の活性化を社会福祉法人から』を合言葉に地域の輪を
広げていきます。
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（連携推進事業の実施主体法人）

社会福祉法人雲南ひまわり福祉会 事務局長 田本 武士


